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若
者
自
立
支
援
相
談

　

不
登
校
者
、
高

校
中
退
者
、
ニ
ー

ト
、
フ
リ
ー
タ
ー
、

ひ
き
こ
も
り
経
験

者
な
ど
の
若
者
に
、

継
続
的
な
進
路
就

職
相
談
や
個
別
の
悩
み
相
談
を
行
い

自
立
を
支
援
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

【
時
】＝
毎
月
第
１
・
第
３
月
曜
日
13

時
～
16
時

【
所
】＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
川
内

【
対
象
】＝
15
歳
～
39
歳
ま
で
の
当
事

者
と
そ
の
家
族

【
相
談
料
】＝
無
料

【
予
約
・
問
合
先
】＝
か
ご
し
ま
若
者

サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

０
９
９（
２
９
７
）４
９
４
９

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ　
　
　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
せ
ん
だ
い　

か
ら
の
お
願
い　
　
　

 　

～
早
期
の
求
人
票
提
出
を
～

　

平
成
27
年
３
月
高
校
卒
業
予
定
者

の
求
人
受
け
付
け
が
６
月
20
日（
金
）

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

高
校
生
は
、
９
月
16
日（
火
）か
ら

の
選
考
に
合
わ
せ
、
夏
休
み
中
に
応

募
す
る
企
業
を
絞
り
込
む
必
要
が
あ

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
優
秀
な
人

材
確
保
の
た
め
に
は
、
早
め
の
求
人

申
し
込
み
が
重
要
で
す
。

　

事
業
主
の
皆
さ
ま
に
は
、
今
こ
そ

地
元
を
支
え
る
若
い
人
材
が
ふ
る
さ

と
で
活
躍
で
き
る
よ
う
早
め
に
求
人

票
を
提
出
い
た
だ
き
、
一
人
で
も
多

く
の
若
者
に
活
躍
の
場
を
与
え
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
川
内

（
22
）８
６
０
９

離
島
高
校
生
修
学
支
援
事
業

　

市
で
は
、
離
島
高
校
生
修
学
支
援

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
甑
島
地
区
の
中
学

校
を
卒
業
し
、
市
内
外
の
高
校
な
ど

へ
進
学
す
る
生
徒
に
つ
い
て
、
下
宿

代
な
ど
保
護
者（
甑
島
在
住
）の
経
済

的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　

支
援
額
は
、
月
額
２
万
円
で
、
申

請
に
基
づ
き
、
８
月
・
12
月
・
４
月

の
年
３
回
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
学
校
教
育

課
学
事
Ｇ（
内
線
５
３
１
２
）ま
た
は

甑
島
地
域
各
支
所
教
育
課

国
民
健
康
保
険　
　
　
　
　

被
保
険
者
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
本
年
７

月
31
日
で
す
。
８
月
１
日
か
ら
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
31

日
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

＊�

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
、
平
成
26
年
８
月
１
日
～
平
成

27
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

�（
た
だ
し
、
平
成
27
年
７
月
31
日

ま
で
に
75
歳
に
到
達
さ
れ
る
方

は
、
誕
生
日
の
前
日
ま
で
）

＊�

修
学
の
た
め
、
他
市
町
村
に
居
住

し
、
㊫
被
保
険
者
証
が
必
要
な
方

は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
保
険
年
金
課
国
保

Ｇ（
内
線
２
８
４
１
～
２
８
４
３
）

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の

手
続
き
に
つ
い
て　
　
　
　

（
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を　

受
診
さ
れ
る
皆
さ
ま
へ
）

　

現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
国
民
健
康

保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
８
月
以

降
も
必
要
な
方
は
、
改
め
て
交
付
の

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
を
、
医
療
機

関
で
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
１
つ

の
医
療
機
関
に
お
け
る
窓
口
負
担
が

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

に
つ
い
て
は
、
自
己
負
担
限
度
額
と

入
院
時
の
食
事
代
を
減
額
す
る
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

が
あ
り
ま
す
。
限
度
額
適
用
認
定
証

な
ど
を
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
問
合
先

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＊�

必
要
書
類
は
、
認
定
対
象
者
分
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

＊�

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
過
去
１

年
間
の
入
院
日
数
が
90
日
を
越
え

る
場
合
は
、
そ
の
こ
と
が
確
認
で

き
る
領
収
書
な
ど
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

【
申
請
受
付
】＝
７
月
１
日（
火
）か
ら

事
前
受
付
開
始

＊�

限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
８
月
１

日
を
基
準
と
し
て
い
る
た
め
、
７

月
申
請
分
も
交
付
は
８
月
以
降
に

な
り
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
保
険
年
金
課
国
保

Ｇ（
内
線
２
８
４
１
～
２
８
４
３
）

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

８
月
は
高
齢
受
給
者
証
の　

更
新
時
期
で
す

　

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
が
医
療

機
関
な
ど
で
受
診
さ
れ
る
場
合
に
必

要
と
な
る「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
」が
８
月
で
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
に
は
、
７
月
31
日
ま
で
に
新
し

い
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
保
険
年
金
課
国
保

Ｇ（
内
線
２
８
４
１
～
２
８
４
３
）

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

き
ゃ
ん
ぱ
く
２
０
１
４　
　

夏
旅
開
催
し
ま
す

　

今
年
も
、体
験
型
プ
ロ
グ
ラ
ム「
き

ゃ
ん
ぱ
く
２
０
１
４
夏
旅
」を
７
月

５
日（
土
）～
８
月
31
日（
日
）の
期
間

開
催
し
ま
す
。

　

本
市
の
自
然
・
歴
史
・
文
化
・
食
・

産
業
な
ど
の
特
色
あ
る
地
域
資
源
を

活
用
し
て
、
23
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
用
意
し
ま
し
た
。
本
市
の
夏
を
存

分
に
楽
し
め
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
申
し
込
み

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（23）5111　　（20）5570
（22）8115（直通）

（37）3111　　（37）2252

（44）3111　　（44）3117

（42）1111　　（42）0767

（55）1111　　（55）1021

（3）2311　　（3）2912

（2）0001　　（2）1490

（7）0311　　（7）0753

（4）2211　　（4）2672

（22）0119　　（20）3430
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やくしょ にコール

■市民健康課健康増進第１、２G
　（川内保健センター内）　（22）8811
■各支所地域振興課健康福祉G

＊受付時間

＊�

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
郵
送
希
望
の
方
は

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

＊�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
か
ら
も
予
約
で
き

ま
す
。（
き
ゃ
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジhttp://canpak.jp

）

＊�

受
け
付
け
は
土
・
日
・
祝
日
を
除

く
９
時
～
17
時

【
申
込
・
問
合
先
】＝
〒
８
９
５
ー
０

０
２
４　

鳥
追
町
１
ー
１　

き
ゃ
ん

ぱ
く
事
務
局（
薩
摩
川
内
市
観
光
物

産
協
会
内
）

（
23
）９
８
８
９

戦
没
者
遺
児
に
よ
る　
　
　

慰
霊
友
好
親
善
事
業

　

一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
で

は
、
先
の
大
戦
で
父
な
ど
を
亡
く
し

た
戦
没
者
遺
児
を
対
象
に「
戦
没
者

遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、

戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追

悼
を
行
う
と
と
も
に
、
同
地
域
の
住

民
と
友
好
親
善
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

【
参
加
料
】＝
９
万
円

【
対
象
】＝
今
回
の
事
業
実
施
地
域
に

て
、
父
な
ど
を
戦
争
で
亡
く
し
た
戦

没
者
遺
児

＊�

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
申
込
方
法
】＝
直
接
、
県
遺
族
会
へ

申
し
込
み

【
申
込
・
問
合
先
】＝
県
遺
族
会

０
９
９（
８
１
２
）８
２
９
２

●固定資産税（２期）
  ＜納期＞７月 31 日（木）
●国民健康保険税（１期）
  ＜納期＞７月 31 日（木）

税の納期（７月分）

６月１日現在（前月比）

■人　口 98,489 人（＋　2人�）
　　男 46,931 人（＋　5人�）
　　女 51,558 人（−　3人�）
■世帯数 45,996世帯（＋���4世帯�）

＊住民基本台帳人口

対　象 交付の条件 手続きに必要なもの

国民健康保険 

被保険者 

(70歳未満)

申請時に、国民健康保

険税に滞納がないこと

・ 国民健康保険被保険

者証

・ 領収書

国民健康保険 

高齢受給者 

(70歳以上)

世帯主と国民健康保険

加入者全員が平成26年

度の市民税が非課税で

あること

・ 国民健康保険被保険

者証

・ 高齢受給者証

・ 領収書

保健センターで実施する保健事業
地域 月日 時間 内容

川 内

7/ ８（火）
＊ 9：00 ～ 9：20 母子健康手帳交付

10：00 ～ 11：30 健康相談（成人・母子）

7/ ９（水） 14：30 ～ 16：30
（要予約）

臨床心理士によるこころの
健康相談

7/15（火）
＊ 9：00 ～ 9：20 母子健康手帳交付

10：00 ～ 11：30 健康相談（成人・母子）

樋 脇 7/ ９（水）

9：30 ～ 11：00 母子健康手帳交付・健康相談
（成人・母子）

入 来 7/10（木）

東 郷 7/16（水）

祁 答 院 7/17（木）

お
知
ら
せ

お便り
募集

　

広
報
室
で
は
、
お
便
り
・
絵
手
紙
・

写
真
な
ど
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
な
出
来
事
な
ど
で

紹
介
し
た
い
・
伝
え
た
い
、
心
温
ま

る
話
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

【
投
稿
に
つ
い
て
】＝

▼
お
便
り
＝
字
数
２
０
０
字
程
度

▼
絵
手
紙
・
写
真
＝
題
名
を
記
入

＊�

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電

話
番
号
・
ペ
ン
ネ
ー
ム（
記
入
が

な
い
場
合
は
、
本
名
で
記
載
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
）を
記
入
の
上
、

広
報
室
ま
で
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

文
章
は
、
必
要
に
応
じ
て
添
削
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊�

掲
載
さ
れ
た
方
に
は
、
竹
ノ
ー
ト

な
ど
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
差
し
上
げ

ま
す
。

【
投
稿
方
法
】＝
は
が
き
、
封
書
、
電

子
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接

【
投
稿
・
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
内

読
者
の
ひ
ろ
ば
係（
内
線
６
３
２
）

koho@
city.satsum

asendai.lg.jp

読
者
の

読
者
の

ひ
ろ
ば

ひ
ろ
ば

9 82014.6.25　広報さつませんだい 広報薩摩川内　2014.6.25


